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一
般
会
計
の
予
算
規
模
は
、
前

年
度
を
若
干
上
回
る
１
４
６
億
４

千
４
百
万
円
と
な
り
ま
し
た
が
、

ふ
る
さ
と
納
税
返
礼
品
に
伴
う
経

費
や
公
債
費
の
増
額
を
考
慮
す
る

と
、
実
質
的
に
は
前
年
度
を
下
回

る
緊
縮
型
の
予
算
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
令
和
３
年
度
当
初
予
算
で
は
、

地
方
消
費
税
交
付
金
や
寄
付
金
な

ど
の
増
額
が
見
込
ま
れ
る
も
の
の
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
り
市
税
が
減
収
と
な
る

見
込
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
福
祉

関
係
費
や
公
債
費
の
増
加
に
要
す

る
一
般
財
源
を
賄
う
こ
と
が
で
き

ず
、６
億
７
千
万
円
の
財
源
不
足

が
生
じ
た
た
め
、
財
政
調
整
基
金

等
を
取
り
崩
し
、
補
て
ん
す
る
こ

と
と
し
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
当

初
予
算
編
成
後
の
財
政
調
整
基
金

の
残
高
は
４
億
４
千
万
円
と
な
る

見
込
み
で
す
。

　
今
後
、公
共
施
設
の
改
修
の
ほ

か
、公
共
下
水
道
施
設
な
ど
の
老

朽
化
に
伴
う
改
修
・
更
新
に
多
額

の
経
費
が
見
込
ま
れ
る
と
と
も
に
、

国
保
大
網
病
院
へ
の
繰
出
金
、
山

武
郡
市
広
域
行
政
組
合
や
東
金
市

外
三
市
町
清
掃
組
合
に
対
す
る
負

担
金
も
増
加
が
見
込
ま
れ
る
こ
と

か
ら
、
本
市
の
財
政
見
通
し
は
、

極
め
て
厳
し
い
状
況
で
す
。

完
了
し
、
新
年
度
以
降
、
総
合
計

画
に
掲
げ
る
将
来
像
「
未
来
に
向

け
て
　
み
ん
な
で
つ
く
ろ
う
！
　

住
み
た
い
・
住
み
続
け
た
い
ま
ち
」

の
実
現
に
向
け
、
各
種
施
策
を
進

め
ま
す
。

　
本
市
で
は
、「
行
財
政
改
革
推

進
本
部
」
を
中
心
に
、
行
財
政
改

革
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
が
、

今
後
は
、
国
が
進
め
る
Ａ
Ｉ
や
Ｒ

Ｐ
Ａ
、オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
な
ど
の
Ｉ

Ｃ
Ｔ
技
術
を
取
り
入
れ
た
行
政
シ

ス
テ
ム
の
標
準
化
な
ど
、
よ
り
効

果
的
な
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
状
況
に
鑑
み
、
令
和

３
年
度
か
ら
新
た
に
総
務
課
内
に

行
財
政
改
革
と
情
報
管
理
を
一
体

的
に
担
っ
て
い
く
「
情
報
政
策
・

業
務
改
革
推
進
班
」を
設
置
す
る

こ
と
と
し
ま
し
た
。

　
開
発
行
為
の
許
可
に
関
す
る
事

務
は
、
令
和
４
年
度
を
目
途
に
県

か
ら
権
限
移
譲
を
受
け
る
た
め
、

事
務
の
引
き
継
ぎ
と
移
譲
後
の
円

滑
な
事
務
手
続
に
向
け
、
都
市
整

備
課
内
に「
開
発
審
査
準
備
班
」

を
新
設
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

権
限
移
譲
に
伴
い
、こ
れ
ま
で
県

が
行
っ
て
い
た
許
認
可
事
務
を
市

で
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
地

域
の
実
情
を
勘
案
し
た
開
発
許
可

制
度
の
運
用
や
、
手
続
き
の
迅
速

化
が
図
ら
れ
ま
す
。

「
九
都
県
市
合
同
防
災
訓
練
」の

一
環
と
し
て
、
千
葉
県
と
の
共
催

に
よ
る
実
施
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　
本
市
で
毎
年
度
計
画
し
て
い
る

「
総
合
防
災
訓
練
」
・
「
津
波
避

難
訓
練
」
は
、
来
年
度
は
、
こ
の

「
九
都
県
市
合
同
防
災
訓
練
」
と

併
せ
て
実
施
す
る
方
向
で
、
千
葉

県
と
協
議
を
進
め
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

　
市
役
所
職
員
を
対
象
と
し
た

「
職
員
災
害
初
動
対
応
訓
練
」
、

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
の
方
々
を

対
象
と
し
た「
土
砂
災
害
避
難
訓

練
」
は
、
例
年
ど
お
り
市
独
自
の

防
災
訓
練
と
し
て
実
施
し
ま
す
。

　
台
風
や
大
雨
の
災
害
に
伴
う

「
が
れ
き
」
な
ど
の
災
害
廃
棄
物

の
処
理
等
を
目
的
と
し
た「
災
害

廃
棄
物
処
理
計
画
」
は
、
環
境
省

の
モ
デ
ル
事
業
に
参
加
し
、
策
定

作
業
を
進
め
、素
案
が
完
成
し
ま
し
た
。

限
ら
れ
た
財
源
の
中
で
子
育
て
支

援
サ
ー
ビ
ス
を
よ
り
効
果
的
に
実

施
す
る
た
め
、「
子
ど
も
医
療
費

助
成
制
度
」の
見
直
し
を
予
定
し

て
い
ま
す
。
本
市
の
「
子
ど
も
医

療
費
助
成
制
度
」
は
、
千
葉
県
の

基
準
を
大
幅
に
上
回
る
と
と
も
に
、

近
隣
の
自
治
体
以
上
の
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
受

給
券
を
更
新
す
る
令
和
３
年
８
月

の
診
療
分
を
期
に
、
無
料
と
し
て

い
る
保
護
者
負
担
額
を
、０
歳
児

か
ら
小
学
校
３
年
生
ま
で
の
入
院

と
通
院
、
小
学
校
４
年
生
か
ら
中

学
校
３
年
生
の
入
院
に
つ
い
て
、

千
葉
県
基
準
額
の
３
０
０
円
に
見

直
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。こ

の
見
直
し
に
よ
り
、
同
制
度
の
維

持
継
続
を
図
る
と
と
も
に
、
今
後

見
込
ま
れ
る
多
様
な
子
育
て
支
援

の
ニ
ー
ズ
に
も
適
切
に
対
応
し
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
る
「
生
活
困
窮
者
へ

の
支
援
」
は
、
市
社
会
福
祉
協
議

会
等
と
連
携
し
、
緊
急
小
口
資
金

な
ど
の
生
活
福
祉
資
金
貸
付
制
度

の
活
用
や
住
居
確
保
給
付
金
の
支

給
な
ど
緊
急
的
な
支
援
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。

予
定
で
す
。
広
報
紙
や
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
、リ
ー
フ
レ
ッ
ト
な
ど
に
よ

り
、
新
た
な
運
行
計
画
の
周
知
を

図
り
、４
月
以
降
の
円
滑
な
運
行

に
努
め
ま
す
。

　
白
里
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

「
は
ま
バ
ス
」
は
、
本
年
９
月
末

を
も
っ
て
実
証
運
行
期
間
が
終
了

す
る
こ
と
か
ら
、
10
月
以
降
の
方

針
を
検
討
す
る
た
め
、
白
里
地
区

の
市
民
の
皆
様
や
利
用
者
を
対
象

に
、「
は
ま
バ
ス
」
の
今
後
の
あ

り
方
な
ど
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

ま
で
整
備
を
進
め
て
き
ま
し
た
が
、

今
後
、Ｊ
Ｒ
東
金
線
金
谷
踏
切
ま

で
の
工
事
を
進
め
る
に
当
た
り
、

未
だ
協
力
の
得
ら
れ
て
い
な
い
１

名
の
地
権
者
の
方
と
の
交
渉
を
継

続
し
て
い
ま
す
。

て
、
各
種
補
助
事
業
を
効
果
的
に

活
用
し
、
農
業
経
営
の
支
援
を
行

う
と
と
も
に
、
主
食
用
米
の
需
要

に
応
じ
た
生
産
を
図
る
た
め
、
飼

料
用
米
や
加
工
用
米
な
ど
の
作
付

け
の
協
力
を
求
め
ま
す
。

　
野
生
鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
等
へ

の
被
害
に
対
し
て
、
県
・
猟
友
会

と
連
携
し
て
効
果
的
な
駆
除
を
図

る
と
と
も
に
、
被
害
軽
減
に
向
け

た
取
り
組
み
を
検
討
し
ま
す
。

　
昨
年
以
降
、
県
内
で
の
鳥
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
生
が
相
次
い
で

お
り
、
本
市
に
も
ほ
ど
近
い
県
北

東
部
の
市
町
を
中
心
に
被
害
が
拡

が
っ
て
い
ま
す
。
万
一
の
事
態
の

際
に
は
、
直
ち
に
「
急
性
悪
性
家

畜
伝
染
病
現
地
対
策
本
部
」を
設

置
し
、万
全
の
対
応
を
図
り
ま
す
。

　
千
葉
県
に
よ
り
進
め
ら
れ
て
い

た
波
乗
り
道
路
ア
ン
ダ
ー
パ
ス
の

「
開
口
部
対
策
工
事
」は
、５
か
所

の
囲
み
堤
防
が
完
成
し
、
残
る
６

か
所
の
陸
閘（
り
っ
こ
う
）も
、本

年
度
内
の
完
成
を
目
指
し
て
工
事

が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
併
せ
て

陸
閘
の
運
用
方
法
に
つ
き
、
県
と

の
間
で
協
議
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
白
里
海
水
浴
場
は
、今
夏
の
開

設
に
向
け
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
白
里
海
岸
公
園
は
、
地
元
の
皆

様
と
の
意
見
交
換
会
で
の
意
見
を

受
け
て
、
公
園
全
体
面
積
の
約
３

割
の
公
園
の
廃
止
や
残
る
公
園
の

管
理
方
法
な
ど
を
内
容
と
し
た
新

た
な
方
針
案
を
取
り
ま
と
め
、パ

ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
行
い
ま
し
た
。

算
出
な
ど
を
内
容
と
す
る
基
本
設

計
を
進
め
て
い
ま
す
。
基
本
設
計

が
終
了
次
第
、
財
源
の
確
保
に
配

慮
し
な
が
ら
、
優
先
順
位
の
高
い

項
目
か
ら
、
順
次
、
実
施
設
計
に

着
手
し
、
段
階
的
に
工
事
を
進
め

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
本
市
の
教
育
が
進
む
べ
き
方
向

性
を
示
す
「
教
育
大
綱
」
は
、
総

合
教
育
会
議
で
承
認
い
た
だ
き
、

新
た
な
大
綱
と
し
て
決
定
し
ま
し
た
。

　
「
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
推
進
事

業
」
は
、３
月
末
ま
で
に
全
児
童

生
徒
へ
の
端
末
の
配
置
、
学
校
内

の
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
整
備
を
完

了
す
る
予
定
で
、
今
後
、
各
校
の

教
職
員
を
対
象
に
端
末
操
作
等
の

研
修
を
実
施
し
、４
月
か
ら
の
本

格
活
用
に
向
け
た
準
備
を
進
め
ま
す
。

　
市
内
の
各
公
立
幼
稚
園
・
小
中

学
校
で
は
、
感
染
防
止
対
策
の
徹

底
を
心
掛
け
て
い
ま
す
。
新
入
生

受
け
入
れ
に
向
け
、
引
き
続
き
感

染
防
止
対
策
を
図
り
な
が
ら
、
教

育
環
境
の
充
実
に
万
全
を
期
し
ま
す
。

　
市
の
下
水
道
事
業
は
、経
営
基

盤
の
強
化
を
図
る
た
め
、
公
共
下

水
道
、
農
業
集
落
排
水
、コ
ミ
ニ

テ
ィ
・
プ
ラ
ン
ト
の
３
事
業
を
公

営
企
業
会
計
に
移
行
し
、
一
体
的

に
運
営
し
て
き
ま
し
た
。

　
下
水
道
事
業
の
経
営
状
況
は
、

本
来
、
下
水
道
使
用
料
で
賄
う
べ

き
汚
水
処
理
に
係
る
経
費
を
一
般

会
計
か
ら
の
繰
入
金
に
依
存
し
て

い
る
な
ど
、
改
善
す
べ
き
点
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
今
後
、
下
水
道
使

用
料
の
見
直
し
を
含
め
、
直
ち
に

経
営
の
健
全
化
に
取
り
組
み
ま
す
。

　
日
本
下
水
道
事
業
団
と
協
定
を

締
結
し
、
実
施
し
て
い
る
下
水
道

施
設
の
改
築
更
新
事
業
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
り
工
程
の
遅
延
が
生
じ
た
た

め
、
当
初
、
予
定
し
て
い
た
本
年

度
内
の
終
了
が
困
難
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
協
定
の
期
間
を
６
か
月
延

長
し
ま
し
た
。
併
せ
て
、
国
庫
補

助
金
の
減
額
に
伴
い
、
事
業
内
容

を
見
直
し
た
こ
と
か
ら
、
事
業
費

を
約
９
，
３
０
０
万
円
減
額
し
、

協
定
金
額
を
総
額
８
億
９
，９
６

２
万
円
に
変
更
す
る
予
定
で
す
。

　
令
和
３
年
度
の
住
民
協
働
事
業

は
、「
日
本
語
教
室
の
運
営
」
、

「
ひ
き
こ
も
り
当
事
者
及
び
家
族

の
支
援
」の
２
団
体
の
事
業
を
採

択
し
ま
し
た
。

　
金
谷
川
河
川
改
修
事
業
は
、こ

れ
ま
で
二
級
河
川
小
中
川
合
流
点

か
ら
旧
国
道
１
２
８
号
の
要
害
橋

　
安
定
し
た
農
業
経
営
を
可
能
に

す
る
基
盤
づ
く
り
に
向
け
た
取
り

組
み
の
一
環
と
し
て
、
千
葉
県
と

共
に
準
備
を
進
め
て
き
た
山
辺
地

区
の「
農
業
基
盤
整
備
事
業
」は
、

国
へ
の
採
択
申
請
に
至
り
ま
し
た
。

　
担
い
手
の
育
成
・
確
保
策
と
し

　
市
役
所
本
庁
舎
は
、現
庁
舎
の

一
部
増
改
築
を
含
む
改
修
を
基
本

方
針
と
し
て
、改
修
工
事
の
内
容
、

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
、
概
算
工
事
費
の

　
大
網
病
院
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が
拡
大
し
た
こ

と
か
ら
、
外
来
患
者
数
が
大
幅
に

減
少
し
、
本
年
度
の
外
来
収
益
は

例
年
を
大
き
く
下
回
る
見
込
み
で
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
収
束
が
見
通
せ
な
い
中
、
令
和

３
年
度
も
、
大
変
厳
し
い
病
院
経

営
が
見
込
ま
れ
ま
す
が
、
院
内
に

お
け
る
感
染
防
止
対
策
を
徹
底
す

る
と
と
も
に
、
近
隣
病
院
や
ク
リ

ニ
ッ
ク
等
と
の
緊
密
な
連
携
を
図

り
、可
能
な
限
り
救
急
患
者
を
受

け
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
少
し
で

も
収
益
の
向
上
へ
と
繋
げ
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

　
大
網
駅
東
土
地
区
画
整
理
事
業

は
、
直
接
施
行
に
よ
る
建
築
物
等

の
除
却
を
終
え
、
当
該
箇
所
の
造

成
工
事
が
終
了
し
、４
月
１
日
か

ら
区
域
内
の
全
て
の
宅
地
で
使
用

収
益
が
可
能
と
な
る
見
込
み
で
す
。

今
後
、区
画
整
理
事
業
全
体
の
完

了
に
向
け
た
事
務
処
理
を
進
め
、

令
和
４
年
１
月
の
換
地
処
分
、
新

し
い
町
名
地
番
へ
の
変
更
に
向
け
、

遺
漏
の
無
い
よ
う
努
め
ま
す
。

　
「
大
網
駅
南
地
区
ま
ち
づ
く
り

勉
強
会
」
は
、
市
内
の
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
状
況

等
を
見
極
め
な
が
ら
、
あ
ら
た
め

て
開
催
時
期
を
検
討
し
ま
す
。

　
「
第
６
次
総
合
計
画
」
は
、
年

度
内
に
前
期
基
本
計
画
の
策
定
を

　
令
和
３
年
度
の
防
災
訓
練
は
、

　
高
齢
者
福
祉
計
画
・
介
護
保
険

事
業
計
画
は
、市
介
護
保
険
運
営

協
議
会
の
答
申
に
基
づ
き
、「
第

８
期
高
齢
者
福
祉
計
画
・
介
護
保

険
事
業
計
画
」
と
し
て
策
定
に
至

り
ま
し
た
。

　
今
後
は
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス

テ
ム
の
さ
ら
な
る
推
進
に
重
点
を

置
い
た
「
高
齢
者
の
活
躍
で
き
る

ま
ち
づ
く
り
」
、「
介
護
が
必
要

に
な
っ
て
も
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

ま
ち
づ
く
り
」を
目
指
し
ま
す
。

　
近
年
、子
育
て
支
援
に
関
す
る

ニ
ー
ズ
が
多
様
化
し
、
児
童
福
祉

に
係
る
経
費
が
年
々
増
加
す
る
中
、

　
増
穂
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

は
、
本
年
４
月
か
ら
運
行
ル
ー
ト

の
一
部
と
ダ
イ
ヤ
を
見
直
し
た
新

た
な
運
行
計
画
を
ス
タ
ー
ト
す
る

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
感
染
し
た
、
ま
た
は
感
染
が
疑

わ
れ
、
療
養
の
た
め
に
連
続
４
日

以
上
仕
事
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
方
に
傷
病
手
当
金
を
支
給

し
て
い
ま
す
が
、
さ
ら
に
、
４
月

１
日
〜
６
月
30
日
㈬
の
期
間
に
お

い
て
も
引
き
続
き
同
様
の
支
援
を

行
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、
給
与
の
全
部
ま
た
は

一
部
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場

合
は
、
傷
病
手
当
金
の
支
給
額
が

調
整
さ
れ
た
り
、
支
給
さ
れ
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
対
象
＝
市
国
民
健
康
保
険
お
よ

び
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入

し
て
い
る
被
用
者
（
給
与
等
の
支

払
い
を
受
け
て
い
る
）
の
う
ち
、

次
に
該
当
す
る
方

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
感
染
し
た
方

・
発
熱
等
の
症
状
が
あ
り
、
感
染

が
疑
わ
れ
る
方

・
療
養
の
た
め
に
仕
事
を
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
方

▼
支
給
対
象
日
数
＝
仕
事
を
す
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
日
か
ら

起
算
し
て
４
日
目
以
降
に
仕
事
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
期
間

の
う
ち
就
労
を
予
定
し
て
い
た
日
数

▼
支
給
額
＝
直
近
の
継
続
し
た
３

月
間
の
給
与
収
入
の
合
計
額
÷
就

労
日
数×

３
分
の
２×

支
給
対
象

日
数
（
上
限
が
あ
り
ま
す
）

▼
適
用
期
間
＝
令
和
２
年
１
月
１

日
〜
令
和
３
年
６
月
30
日
㈬
（
入

院
が
継
続
す
る
場
合
等
は
、
最
長

１
年
６
月
ま
で
）

▼
提
出
書
類
＝
別
表
の
と
お
り

申
・
問
市
民
課
国
保
班

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
３
４

　
市
民
課
高
齢
者
医
療
年
金
班

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
３
６

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
健
康

保
険
証
利
用
に
関
し
て
オ
ン
ラ
イ

ン
資
格
確
認
が
開
始
と
な
っ
た
こ

と
に
伴
い
、４
月
１
日
以
降
に
発

行
す
る
健
康
保
険
証
の
番
号
の
隣

に
個
人
を
識
別
す
る
２
桁
の
枝
番

を
印
字
し
交
付
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

　
な
お
、３
月
31
日
以
前
に
発
行

さ
れ
た
健
康
保
険
証
に
は
枝
番
が

印
字
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
引
き

続
き
利
用
で
き
ま
す
の
で
、
再
交

付
等
の
手
続
き
は
不
要
で
す
。

　
８
月
の
一
斉
更
新
時
に
は
、
枝

番
が
印
字
さ
れ
た
健
康
保
険
証
を

国
民
健
康
保
険
加
入
者
全
員
に
交

付
し
ま
す
。

問
市
民
課
国
保
班

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
３
４

　
４
月
か
ら
、
令
和
３
年
度
の
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・
介
護
保

険
料
の
仮
徴
収
が
始
ま
り
ま
す
。

　
年
６
回
の
特
別
徴
収
（
年
金

か
ら
の
納
付
）
の
期
間
の
う
ち
、

４
月
・
６
月
・
８
月
の
３
回
分
の

徴
収
額
は
、
仮
徴
収
の
金
額
と
な

り
ま
す
。

　
保
険
料
は
令
和
２
年
中
の
所
得

で
計
算
し
ま
す
が
、
所
得
額
な
ど

が
確
定
す
る
７
月
ま
で
年
間
の
保

険
料
が
確
定
し
ま
せ
ん
。

　
保
険
料
が
確
定
し
て
か
ら
特
別

徴
収
を
開
始
す
る
と
、
10
月
・
12

月
・
２
月
の
３
回
の
み
で
保
険
料

を
徴
収
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、

１
回
当
た
り
の
徴
収
額
が
高
く
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
特
別
徴
収
の
場
合
は

４
月
・
６
月
・
８
月
に
暫
定
金
額

と
し
て
仮
徴
収
を
行
う
こ
と
で
、

１
回
当
た
り
の
徴
収
額
の
軽
減
を

図
っ
て
い
ま
す
。

　
令
和
３
年
度
の
確
定
し
た
年
間

保
険
料
は
、
７
月
に
通
知
し
ま
す

の
で
、
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

◇
特
別
徴
収
と
な
る
方

①
す
で
に
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
・
介
護
保
険
料
を
年
金
か
ら
の

特
別
徴
収
で
納
付
し
て
お
り
、
令

和
３
年
２
月
の
年
金
か
ら
保
険
料

が
天
引
き
と
な
っ
て
い
る
方

※

１
回
当
た
り
の
仮
徴
収
額
は
２

月
の
特
別
徴
収
額
と
同
額
と
な

り
ま
す
。

②
令
和
２
年
10
月
１
日
ま
で
に
、

本
市
で
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

新
た
に
加
入
ま
た
は
介
護
保
険
第

１
号
被
保
険
者
（
65
歳
以
上
）
に

な
っ
た
方

※

②
の
方
は
４
月
初
旬
に
仮
徴
収
額

決
定
の
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

◇
普
通
徴
収
と
な
る
方

　
次
に
該
当
す
る
方
は
、
納
付
書

ま
た
は
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
に

な
り
ま
す
。

①
年
間
の
年
金
額
が
18
万
円
未
満

の
方

※

年
金
を
複
数
受
給
し
て
い
て
、

合
計
金
額
が
18
万
円
以
上
で
あ

っ
て
も
、
個
々
の
年
金
が
18
万

円
未
満
で
あ
れ
ば
普
通
徴
収
と

な
り
ま
す
。

②
（
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

場
合
の
み
）
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
と
介
護
保
険
料
の
合
計
額
が
、

年
金
受
給
額
の
半
分
以
上
と
な
る
方

問
〈
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　
に
つ
い
て
〉

　
市
民
課
高
齢
者
医
療
年
金
班
　

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
３
６

千
葉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
資
格
保
険
料
課

　
☎
０
４
３（
３
０
８
）６
７
６
８

　〈
介
護
保
険
料
に
つ
い
て
〉

　
高
齢
者
支
援
課
介
護
保
険
班

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
０
９

　学生の方で所得が無い場合や少ないことに
より、保険料を納めることが困難なときは、学
生納付特例を申請することができます。前年の
所得などを審査し、承認されると、保険料の納
付が猶予されます。
　承認された期間の保険料は、10年以内で
あれば、さかのぼって納めることができます。
　申請手続きは毎年必要ですので、ご注意く
ださい。
▶対象＝大学（大学院）、短期大学、高等学
校、高等専門学校、専修学校および各種学校
に在学する20歳以上の学生の方で、前年所
得が１2８万円以下の方
※前年所得が１2８万円を超えていても退職
を考慮した審査が受けられる場合がありま
す。ただし、離職票等の添付が必要です。

※国内に住所を置いたまま留学している方は
ご相談ください。
▶学生納付特例の承認期間＝４月（または20
歳誕生月）から年度末（３月末）まで
　令和２年度に学生納付特例が承認され、日
本年金機構からはがき形式の学生納付特例
申請書が郵送された方は、必要事項を記入
し、返送することにより申請ができます。
　ただし、はがき形式の申請書が届かない方
は、学生証（両面・コピー可）または在学証明
書、年金手帳を持参の上、申請する必要があ
ります。
問千葉年金事務所
　☎０４３（２４２）６３２０
　市民課高齢者医療年金班
　☎０４７５（７０）０３３６

◇令和３年度保険料率
　協会けんぽは、主に中小企業で働く方やその家族が加入して
いる健康保険で、全国に約４，０２０万人（千葉支部は約１００万
人）の加入者がいます。
　令和３年度の協会けんぽ千葉支部の健康保険料率は、本年３
月分（４月納付分）より現状の９．75％から９．79％に引き上げ
ることになりました。また、介護保険料率（全国一律）は、現状
の１．79％から１．80％に引き上げとなります。
　健康保険料率は地域の医療水準に基づいて算出されます。
「健診を受診する」、「会社を挙げて健康づくりに取り組む」、
「ジェネリック医薬品を使用する」などの行動の積み重ねが健康
保険料率の上昇を抑える大きな力となります。ご理解とご協力を
お願いします。
◇健診を受けましょう
　協会けんぽでは、加入者の家族（40～74歳の被扶養者）を対
象に「特定健診」を実施しており、４月上旬ごろ、自宅へ受診券を
同封した案内を送付します。
　健診は疾病の予防や早期発見に欠かせないものであり、日ご
ろの生活習慣を見直すチャンスでもあります。健診費用の一部を
協会けんぽが補助しますので、毎年必ず受診しましょう。
〈特定健診とは〉
　メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病の予防を目的
とした健診です。検査内容は、身体測定・血液検査（血圧・脂
質・血糖・肝機能）・尿検査・問診などです。
〈受診方法〉
　健診機関へ予約した上で、受診券、健康保険証、自己負担を
持参し受診してください。
〈自己負担〉
　千葉県内で受診する場合は９５０円または無料です（受診す
る健診機関によって自己負担が異なる場合があります）。
〈その他〉
　加入者本人（35～74歳の被保険者）を対象に「生活習慣病予
防健診」を実施しており、３月下旬ごろ、勤務先へ案内等を送付
しました。
　詳細は問い合わせください。
問〈保険料率について〉
　協会けんぽ千葉支部企画総務グループ
　☎０４３（３０８）０５２２
　〈健診について〉
　協会けんぽ千葉支部健診専用ダイヤル
　☎０４３（３０８）０５２５

学生納付特例制度のご案内

ね ん き ん ナ ビ

▲４月１日以降に発行する健康保険証

全国健康保険協会（協会けんぽ）
千葉支部からのお知らせ

当
初
予
算
・

今
後
の
財
政
運
営

組
織
体
制
の
強
化

大
網
駅
周
辺
整
備

金
谷
川
河
川
改
修

２
月
18
日
か
ら
３
月
22
日
ま
で
、市
議
会
第
１
回
定
例
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

開
会
日
に
市
長
か
ら
令
和
３
年
度
の
事
務
方
針
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
の
で
、概
要
を
掲
載
し
ま
す
。

な
お
、可
決
議
案
等
の
詳
細
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

令
和
３
年
大
網
白
里
市
議
会

第
１
回
定
例
会
市
長
事
務
方
針

総
合
計
画

防
災
対
策

福
祉
関
係

公
共
交
通

下
水
道
事
業

農
業
関
係

白
里
海
岸

教

育

大
網
病
院

庁
舎
整
備

住
民
協
働
事
業

傷
病
手
当
金
の
適
用
期
間
を

延
長
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
証
等
に
２
桁
の

枝
番
を
記
載
し
交
付
し
ま
す

令
和
３
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・

介
護
保
険
料
の
仮
徴
収
が
始
ま
り
ま
す
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